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（２）流域のあらゆる関係者が参画したくなる仕組みづくり

• 民間企業等による流域における環境活動の認証、      

官民協働に向けた支援や仕組みの充実

• 利用しやすい環境関連データの整備と情報発信 など

（２）生物の生息・生育・繁殖の場を保全・再生・創出

• 調査、モニタリング等を通じ順応的に管理

• 災害復旧や施設更新を、ネイチャーポジティブを実現す
る機会と捉え、環境も改善                           など

（１）河川環境の目標

• 「生物の生息・生育・繁殖の場」を河川環境の定量的な
目標として設定

• 河川整備計画へ河川環境の定量的な目標を位置づけ、
長期的・広域的な変化も含めて評価

• 河川や地域の特性を踏まえた目標の設定 など

今後の河川整備等のあり方

（１）流域連携・生態系ネットワーク

• 流域治水の取組とあわせ、グリーンインフラの取組を展開

• 生態系ネットワーク協議会の取組の情報発信・共有

• 関係機関と連携した環境データの一元化や共同研究の促
進 など

河川における取組 流域における取組

○平成９年の河川法改正により、治水などと同様に、河川環境の整備と保全が目的に位置づけられたことをはじめ、
河川行政においては、多自然川づくりなど、様々な河川環境施策を進めてきた

○今後は、従来の河川環境施策に加え、近年の社会経済情勢等の変化を踏まえた充実が必要

治水対策と同様に、河川環境についても目標を
明確に して、関係者が共通認識の下で取組を展開

蓄積された知見や社会経済情勢等の変化を踏まえ、  

全ての河川を対象に、多自然川づくりを一層推進

流域治水の推進を通じた、流域が連携して取り組む
機運の高まりを、流域の環境保全・整備にも展開

ネイチャーポジティブの動きや民間企業の環境意識の
高まりを踏まえた仕組みづくりを推進

気候変動による影響

河川管理施設等の老朽化

生産年齢人口の減少や働き方改革

ネイチャーポジティブに向けた国際的な動き

流域治水の推進を通じた流域住民の意識の変化
DXに象徴されるようなデジタル技術等の新技術

企業の環境意識の向上
河川を取り巻く
社会経済情勢等
の変化

現
状

「生物の生息・生育・繁殖の場としてもふさわしい河川整備及び流域全体としての生態系ネットワークのあり方」     
提言（令和6年5月） 概要
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「生物の生息・生育・繁殖の場としてもふさわしい河川整備及び流域全体としての生態系ネットワークのあり方」     
提言（令和6年5月） 抜粋
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4-2 流域における取組
（１）流域連携・生態系ネットワーク
生物の生活範囲は必ずしも河川内にとどまるものではなく、… （略）…環境は、河川内だけでな

く、流域全体で考えていく必要がある。

…（略）…流域治水の推進を通じて、流域が連携して取り組む機運が高まっており、流域の環境
についても、全体の底上げと一部の河川で実施する地域の個性を活かす取組の両面で取組を推進す
べきである。

全ての水系において行う全体の底上げについては、流域治水として実施する河川整備や雨水貯留
浸透機能の拡大等の流域対策とあわせて、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラ
の取組の全体像を示し、災害リスクの軽減に寄与する生態系の機能を積極的に保全・再生・創出し、
生態系ネットワークの形成等に貢献することが重要である。前述のとおり河川整備計画に河川の目
標を定めることに加え、「流域治水」におけるグリーンインフラの取組の推進を記載することによ
り、流域連携の機運が更に高まり、流域が一体となった取組が広がることが期待される。

地域の個性を活かす取組については、地域ニーズに応じ、流域治水とあわせて実施する生態系
ネットワークの取組などの実施に向けて、必要に応じて地域の多様な主体との協議の場を設置し、
地域の目指す姿の具体化を図り、多様な主体の参画による連携・推進体制を構築することなどによ
り、協働して生物多様性の保全と地域活性化を目指すことが考えられる。…（略）…既に、生態系
ネットワークの形成に向けた取組を実施してきた地域においても、これまでの取組が生態系全体の
生物多様性に貢献しているかを点検しながら、取組を進めるべきである。



集水域

流水の貯留
[国・県・市・利水者]
治水ダムの建設・再生、
利水ダム等において貯留水を
事前に放流し洪水調節に活用

[国・県・市]
土地利用と一体となった遊水
機能の向上

持続可能な河道の流下能力の
維持・向上
[国・県・市]
河床掘削、引堤、砂防堰堤、
雨水排水施設等の整備

氾濫水を減らす
[国・県]
「粘り強い堤防」を目指した
堤防強化等

雨水貯留機能の拡大
[県・市、企業、住民]
雨水貯留浸透施設の整備、
ため池等の治水利用

河川区域

①氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

氾濫域土地リスク情報の充実
[国・県]
水害リスク情報の空白地帯解消、
多段型水害リスク情報を発信

避難体制を強化する
[国・県・市]
長期予測の技術開発、
リアルタイム浸水・決壊把握

経済被害の最小化
[企業、住民]
工場や建築物の浸水対策、
BCPの策定

住まい方の工夫
[企業、住民]
不動産取引時の水害リスク情報
提供、金融商品を通じた浸水対
策の促進

被災自治体の支援体制充実
[国・企業]
官民連携によるTEC-FORCEの
体制強化

氾濫水を早く排除する
[国・県・市等]
排水門等の整備、排水強化

③被害の軽減、早期復旧・
復興のための対策

浸水範囲を減らす
[国・県・市]
二線堤の整備、
自然堤防の保全

リスクの低いエリアへ誘導/住まい方の工夫
[県・市、企業、住民]
土地利用規制、誘導、移転促進、
不動産取引時の水害リスク情報提供、
金融による誘導の検討

氾濫域

②被害対象を減少させるための対策
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流域治水の概要

○河川流域全体のあらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減させる治水対策。
○治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」に見直し、集水域と河川区域のみならず、氾濫
域も含めて一つの流域として捉え、地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を減
少させるための対策、③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。



～ 江の川水系（島根県・広島県） ～

まちづくりと連携した治水計画の策定
近年2度家屋浸水した地区の早期被害軽減に向けて、
宅地嵩上げや住居移転等のまちづくりと連携した
具体的な治水対策を住民との意見交換を踏まえ
決定し、マスタープランとしてとりまとめ。

～ 釧路川水系（北海道） ～

国・道・市町村・民間等の関係者が連携し、釧路
湿原など貯留効果がある自然地の機能保全・環
境再生を行うなど、治水・環境の両方に寄与する
取組を推進。

自然環境がもつ貯留効果を保全

～ 阿武隈川水系（宮城県、福島県） ～

下流地域の市町村が上流地域の
市町村に対して物産展などを開催する
など、地域間交流による流域全体
の防災意識の向上を図っている。

上流域の流出抑制の取組に対する下流域の支援

～ 利根川水系鬼怒川・小貝川(栃木県、茨城県) ～

上下流域での交流会を開催
流域治水協議会（農政局、県、市町
村他）において、自治体間の情報共
有のため、田んぼダム等についての
先行事例や補助金制度を紹介する上
下流交流会を開催。

～ 筑後川水系(福岡県) ～

久留米大学周辺及び下弓削川
流域の浸水被害軽減を目的に、
久留米大学御井キャンパスの
敷地内に貯留施設の整備を
実施。

グラウンドを活用した雨水貯留

～ 信濃川水系（新潟県）～

個人住宅等に設置する貯留
タンク、雨水浸透ますなどの
小規模な施設に対して
地方公共団体が住民等に
設置費用を助成する場合、
国が、地方公共団体に対して
交付金による支援を実施。

各戸貯留への支援

～ 仁淀川水系日下川(高知県) ～

日高村の浸水予想区域において、以下を規定。
・新たな建築物の居室の床高を浸水が想定
される高さより高くすること【許可制】
・浸水被害を拡大させる盛土等の届出
・浸水拡大分をキャンセルする対策への助言・勧告

日高村水害に強いまちづくり条例

～ 六角川水系(佐賀県) ～

白石平野では、干拓地に広がるクリーク
の農業用水を事前に放流して、雨を貯留
するポケットを確保する
ことにより、地域の湛水
被害を軽減。

クリーク（農業用水路）の活用

～ 菊川水系(静岡県) ～

約13haの田んぼを対象に、一時的に
雨水を貯留できる堰板、排水桝を設置
することにより、田んぼ貯留対策を実
施します。

田んぼダムによる雨水貯留

農業用用排水路

～ 信濃川水系千曲川(長野県) ～

土地の利用状況を考慮し、一部
区域の氾濫を許容した輪中堤
を整備することで、効果的な家
屋浸水対策を実施。

土地利用と一体となった
治水対策（輪中堤）

～ 大和川水系(奈良県) ～

特定都市河川に指定されたことを契機に、
河川改修に加え、雨水貯留浸透施設の
整備や、区域指定等
の土地利用対策に
より、流域治水を
本格的に推進。

特定都市河川指定による
流域対策の推進

流域関係者の流域治水取組事例
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○田んぼダムやグラウンドを活用した雨水貯留、輪中堤等の土地利用と一体となった対策、上下流域の交流によ
る防災意識の向上など、全国各地で様々な流域治水の取組が実施され、機運が高まっている。



○国土交通省では、令和３年度より、流域治水として実施する河川整備や雨水貯留浸透機能の拡大等の流域対策と
あわせ、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの全体像を策定・公表することで、関係地方公共
団体、有識者、NPO、観光事業者、民間事業者等と連携し、河川環境分野の取組みの計画的な推進を図ってきた。
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流域治水プロジェクトにおけるグリーンインフラの取組事例



河川を基軸とした生態系ネットワーク

6

○河川を基軸とした生態系ネットワークの形成に向け、農家、NPO、企業、金融機関、学識者、自治体、国の関係機関
などで構成された協議会が設けられ、生物多様性の重要性についての理解を深めるとともに、シンボルとなる生きも
のや社会経済面での目標を定めるなど、連携して様々な取組を進めている。



田植え体験 ブランド米

水田調査体験会

関東エコロジカル・ネットワークの委員構成

関東エコロジカル・ネットワーク推進協議会

・学識経験者 10名
・関係行政機関 4県6市
・民間団体 3団体
・顧問 1名
・オブザーバー 1名

事務局 国土交通省関東地方整備局

コウノトリ飼育・放鳥
条件整備専門部会

・学識者、動物園等
関係者など 8名

コウノトリ生息環境
整備・推進専門部会

・学識者、特定非営
利法人など 10名

オブザーバー
・民間企業等 7社
（三井住友信託銀行、（一社）日本旅行業協会、
イオン（株）、サントリーホールディングス(株)など）

コウノトリ地域振興・
経済活性化専門部会

・学識者、社会福祉
法人など 8名

河川を基軸とした生態系ネットワークの形成の事例（関東）
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出典）写真：小山市、いすみ市、コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム

外来種等駆除

○関東エリアでは、平成26年に「関東エコロジカル・ネットワーク推進協議会」が設立され、多様な主体が連携してコウ
ノトリ・トキを指標とした水辺環境の保全・再生に取り組んでいる。

○地域の子供を対象とした環境学習や食・農に関するイベントの開催、環境保全に配慮したブランド米の栽培など、に
ぎわいのある地域づくりや経済活性化にも取り組んでいる。

○「関東エコロジカル・ネットワーク推進協議会」は、学識経験者、行政（国、県、市）、民間団体、民間企業等の多様な
主体から構成されている。



生態系ネットワーク関係手引き

8

生態系ネットワーク概要
パンフレット(令和5年3月)

財政支援制度集（令和8年4月）
※国土交通省、農林水産省、環境省が作成

生態系ネットワーク形成に寄与する
河川・流域の取組ポイントブック（令和6年9月）

河川管理者向け手引き
（令和2年2月）

自治体向けハンドブック
（令和2年3月）

河川管理者向け生態系ネットワーク
評価の手引き（令和3年6月）

○河川を基軸とした生態系ネットワーク形成の推進に活用できるようパンフレットやハンドブック等を作成し、地域の取
組を支援してきた。



河川整備計画への河川環境の定量的な目標設定

◆低・中茎草地、自然裸地、外来植物生育地、水生植物帯、ワンド・たま
り、干潟、ヨシ原などの場の面積

◆瀬と淵、止水域、湧水地、ワンド・二次流路などの箇所数
◆上下流や支川との連続性が確保されている延長
◆河辺性の樹林・河畔林などの延長
◆平水位と砂州高さの比高

◆魚類の生息・生育・繁殖にふさわしい水際（水際の複雑さ、水際の自
然度）などの比率

◆ 高水敷が冠水する頻度 など

【目標設定に用いる指標の例】

【目標設定の考え方】

• その川にふさわしい生物群集とその生息 ・生育・繁殖環境の現状と

過去からの変遷等を踏まえつつ、それらが将来にわたって維持され
ることを見据えて、

• 関係する有識者や流域住民等の意見を聴きながら、

• 河川環境の保全・創出について特に重点的に達成すべき「生物の
生息・生育・繁殖の場」にかかる指標を定めた上で、
⇒ 指標ごとに目指すべき水準についての定量的な目標を設定する

【環境定量目標の検討手順（案）】

○ネイチャーポジティブを実現する川づくりを進めるため、河川環境について目標をより明確にして関係者が共通
認識の下で取組を進めることが必要

〇河川整備計画へ河川環境の定量的な目標を順次位置付けてきた（これまでに１０河川で設定）。
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河川整備計画への河川環境の定量的な目標設定 （旭川の例）
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グリーンインフラ推進戦略2030
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○「グリーンインフラの活用が当たり前の社会」の実現を図り、2050年に向けて「自然共生社会」の実現を目指し、グリ
ーンインフラの定義や効果、特徴等を整理した上で国土交通省の取組を体系的に整理した実行計画「グリーンイン
フラ推進戦略2030」が令和8年1月に策定されたところ。



グリーンインフラ推進戦略２０３０における生態系ネットワーク関係の記載

12

２ー１．定義・基本的な考え方
主な特徴
【エコロジカルネットワーク】

地域の生態系や水循環はそれぞれが１つのシステムを形成しているため、緑地や河川等の自然に
よって、ネットワーク化されることで健全な物質循環や動植物の移動等が促される。これにより自
然の多様な機能が十分に発揮され、地域全体における広域的な相乗効果を高めることができる。

また、エコロジカルネットワークが形成されることで、水や緑が物理的に連続し、人間の活動空間
の充実も図られる等、快適な生活環境の創出や地域活性化等の効果が期待できる。

５ー２．防災・減災に資するグリーンインフラ
＜水害＞

流域治水において自然が有する多様な機能をいかすグリーンインフラの考えを推進し、災害リス
クの低減に寄与する生態系の機能の積極的な保全又は再生を図る。

５－４．生物多様性の確保に資するグリーンインフラ

国土を構成する地域区分（奥山自然地域、里地里山・田園地域、都市地域、河川・湿地地域、沿岸
域、海洋域、島嶼地域）ごとに、それぞれの特性を踏まえ、劣化した生態系の回復や自然の質を向上
させ、生態系ネットワークの構築・維持を図る。
＜河川・湿地地域＞
・河川内での取組だけでなく、河川管理者、地方公共団体、農林漁業者、NPO、学校、企業など多様

な主体の連携による水田や森林や池沼など流域全体での生物多様性の保全・再生に向けた取組を
推進する。



令和３年度事務連絡「流域治水×グリーンインフラの推進
について」（河川環境課・治水課連名）

「流域治水協議会」（以下、協議会）を活用のうえ、「流
域治水×グリーンインフラ」を策定・公表し、関係地方公
共団体、生態系有識者、NPO、観光事業者、民間事業者等
と連携し、河川環境分野の取り組みを計画的に推進させる。

２）記載するグリーンインフラメニュー
国や都道府県等の河川整備計画等に基づく河川の取組や、
自然再生計画、生態系ネットワークの取組、かわまち計画
等を確認・点検し、記載するものとし、具体的な事例は以
下を参考とされたい。
○自然環境の保全・復元などの自然再生
湿地再生、レキ河原再生、連続性の回復、ワンド、
浅場造成、干潟再生、ヨシ原再生、水際環境の
創出、貴重種等の移植等

○生物の多様な生息・生育環境の創出による生態系ネット
ワークの形成
大型水鳥等の採餌場、休憩地等の生息環境創出等

○健全なる水循環系の確保
浄化浚渫、覆砂、浅場整備等

○治水対策における多自然川づくり
整備における生物の多様な生育環境、河川景観の
保全・創出等

○魅力ある水辺空間・賑わい創出
かわまちづくり、水辺の賑わい空間創出等

○自然環境が有する多様な機能活用の取組み

流域治水プロジェクトにおけるグリーンインフラの取組の課題
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○これまでの流域治水プロジェクトにおけるグリーンインフラの取組は、グリーンインフラの全体像を流域関係者間で
把握することには有用であったものの、グリーンインフラがどのように流域全体の環境目標の達成に寄与するかに
ついて流域関係者と共通認識を持てておらず、そのため、目標と現状との差をグリーンインフラの保全・創出に適切
に活かす仕組みがなかった。



流域環境の目標設定を通じた流域関係者の連携と取組の実効性向上
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○これまで、流域治水プロジェクトにおけるグリーンインフラの取組では、グリーンインフラがどのように流域全体の

環境目標の達成に寄与するかについて流域関係者と共通認識を持てておらず、そのため、目標と現状との差をグリー

ンインフラの保全・創出に適切に活かす仕組みがなかった。

○一方、河川内にとどまらず流域全体で、生物多様性の向上・地域活性化・生活環境の向上を通じたウェルビーイング

の実現を図るためには、流域関係者のより一層連携した取組が不可欠である。

○そのため、流域の生態系ネットワークに着目し、その現況把握や課題分析、並びに多様な機能を持つグリーンインフ

ラとの関係性を整理した上で、流域環境の保全･創出に係る目標を設定・共有するとともに、具体の取組を提示できる

よう体系化を行う。

○これにより、河川管理者だけでなく、河川区域外のグリーンインフラを所管する流域関係者が共通の目標の下で連携

し、取組の実効性向上を目指す。

【体系化すべき流れ】

○生態系ネットワークの基本的な捉え方

・ネットワークの分類、対象とする種の設定方法 等

○生態系ネットワークとグリーンインフラの関係性

・グリーンインフラの多様な機能の整理方法 等

○流域の目標設定の考え方

○流域の関係者との連携の考え方

「流域治水×グリーンインフラ」

「河川を基軸とした生態系ネットワークの形成に
向けたグリーンインフラ保全・創出の取組」

・流域治水協議会の枠組みを活用し，

流域治水プロジェクトと連携したグ

リーンインフラの全体像を作成・公表

・生態系ネットワークという流域共通軸のもと，その基盤となるグリーンイ

ンフラの保全・創出方針を共有（流域関係者と重点取組を設定）

・河川管理者は河川環境の定量目標を定め，治水と環境の両立した河道整

備を推進


